
令和５年度岐阜市母子保健支援パートタイム会計年度任用職員Ａ 

採用試験要項 

                     （R5.4.1採用） 

                                

◎ 申込受付期間 令和５年２月１３日（月）～令和５年２月２８日（火）の平日 

午前８時４５分から午後５時３０分まで 

 

◎ 試 験 日  ご応募いただいた日以降にお電話でご連絡します 

 

◎ 採用予定日 令和５年４月１日 

 

 

 ・試験当日は、自宅等で体温を測ってきてください。 

 ・発熱等がある場合は、受験を控えていただくようお願いします。 

 ・マスクを着用の上で来場ください。 

 ・受験者や職員の中から後日感染者が発生した場合、保健所からの聞き取りにご協力を 

お願いします。 

 

 

１ 採用予定人員 １人 

 

２ 受験資格   以下の要件を満たす方 

（１）助産師の資格を有する 

（２）普通自動車免許を有する 

（３）パソコン操作ができる 

ただし、次のいずれかに該当する方は、受験できません。 

          （ア）成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

          （イ）禁こ
・

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの人 

          （ウ）岐阜市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない人 

          （エ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又

はこれに加入した人 

 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため以下のことに留意してください。 



３ 受験手続   

  （１）申込書提出先 

     岐阜市保健所健康増進課 

     〒500-8309 岐阜市都通２丁目１９番地 

  （２）必要書類 

     ①令和５年度母子保健支援パートタイム会計年度任用職員採用試験受験申込書 

      （必要事項を記入） 

     ②助産師免許証の写し 

     ③普通自動車運転免許証の写し 

  （３）申込方法 

  ①郵送にて申し込む場合 

    上記書類をすべてそろえて、封筒の表に「パートタイム会計年度任用職員Ａ採用試

験受験」と朱書きの上、岐阜市保健所健康増進課宛てに、特定記録郵便または簡易書

留郵便にて送付してください。 

     ②健康増進課へ直接持参し申し込む場合 

       上記必要書類を、岐阜市保健所（岐阜市都通２丁目１９番地）４階の健康増進課ま

で持参してください。 

  （４）申込受付期間 

     令和５年２月１３日（月）～２月２８日（火）の平日 

     午前８時４５分から午後５時３０分まで 

※郵送の場合、２月２８日（火）健康増進課到着分まで受け付けます。 

消印有効ではありませんので、ご注意ください。 

 

４ 試験の場所、方法及び合格者発表 

（ア）試験会場  岐阜市保健所内（岐阜市都通２丁目１９番地） 

（イ）試験方法  面接試験 

☆ 注意事項 

       ◎ 駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関を利用してください。 

       ◎ 試験会場は禁煙です。 

       ◎ 申込者の数により試験会場を変更することがあります。 

       ◎ 試験に関し、記載した書類や口述した内容に虚偽や不正がある場合は、採用さ

れる資格を失います。また、採用後に不正が発覚した場合は、採用を取り消し

ます。 

（ウ）合格者発表 令和５年３月上旬（予定）に受験者全員に結果を通知します。 

 

５ 合格から採用について 

 （１）この試験の最終合格者は、岐阜市母子保健支援パートタイム会計年度任用職員Ａ採用候補者

名簿に登載され、そのうちから成績順に採用者が決定されます。 



提出先・問い合わせ先 

〒５００－８３０９      

岐阜市都通２丁目１９番地 

岐阜市保健所 健康増進課 母子保健係 

（０５８）２５２－７１９３ 

 

したがって、採用候補者名簿に登載された人がすべて採用されるとは限りません。なお、名

簿の有効期間は令和６年３月３１日までです。 

 （２）採用予定時期は原則として、令和５年４月１日です。 

 

６ 雇用条件等（令和５年度予定）   

 （１）職務内容  妊娠、出産、育児に対する相談支援及び体制整備や他機関連携ほか 

（２）勤務日   岐阜市役所の開庁日 

 （３）勤務時間  平日 ：午前８時４５分～午後３時３０分 （休憩時間６０分） 

※原則は上記の勤務時間になりますが、１週間について２８時間４５分を超

えない範囲で変更をお願いする場合があります。 

（４）休暇制度  年次休暇・病気休暇あり 

（５）報酬月額  令和５年度予定  １８０，６００円 

その他、所定の基準に従い、通勤費、期末手当等が支給されます。  

 (６) 福利厚生   健康保険法、厚生年金法及び雇用保険法の被保険者となります。 

          職員互助会に加入します。 

（７）雇用期間  令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（評価により再任あり） 

（８）勤務地   岐阜市保健所健康増進課 

 

 

 

 

その他ご不明な点は、下記へお問い合わせください。 

 

 


